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改
正
法
人
税
等
会
計
基
準
等
、

公
表
議
決
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

の
れ
ん
非
償
却
に
つ
い
て
、経
済
同
友

会
か
ら
意
見
聴
取
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ・の
れ
ん
非
償
却
公
聴
会

会
　
　
計

去
る
６
月
29
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
８
０
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

改
正
法
人
税
等
会
計
基
準

前
回
親
委
員
会
お
よ
び
第
１
０
２

回
税
効
果
会
計
専
門
委
員
会
（
２
０

２
６
年
７
月
１
日
号
（
№
１
７
８
０
）

情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き

続
き
、
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
94

号
「
法
人
税
等
に
関
す
る
会
計
基
準

（
案
）」
等
の
文
案
等
の
検
討
が
行
わ

れ
た
。

去
る
６
月
29
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
７
９
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
（
第
９
回
「
の
れ
ん
の

非
償
却
の
導
入
及
び
の
れ
ん
償
却
費

計
上
区
分
の
変
更
」
に
関
す
る
公
聴

会
）
を
開
催
し
た
。

こ
れ
ま
で
８
回
に
わ
た
っ
て
、
の

れ
ん
の
非
償
却
の
導
入
お
よ
び
の
れ

ん
償
却
費
計
上
区
分
の
変
更
に
つ
い

て
関
係
者
に
意
見
聴
取
を
行
っ
て
お

出
席
委
員
全
員
の
賛
成
に
よ
り
、

公
表
議
決
さ
れ
た
。

継
続
企
業
の
前
提

第
５
７
３
回
親
委
員
会（
２
０
２
６

年
４
月
20
日
号
（
№
１
７
７
４
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
継
続
企
業
に
関
す
る
会
計
基
準

の
開
発
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

前
回
聞
か
れ
た
意
見
を
踏
ま
え
た

会
計
基
準
の
文
案
が
示
さ
れ
、
検
討

が
行
わ
れ
た
。

今
後
、
適
用
指
針
の
文
案
も
示
し

つ
つ
、
審
議
さ
れ
る
予
定
。

り
、
こ
れ
ま
で
に
収
集
し
た
情
報
に

上
乗
せ
す
べ
き
も
の
が
な
い
か
４
月

１
日
か
ら
６
月
５
日
ま
で
情
報
要
請

が
行
わ
れ
、
強
い
意
見
を
有
す
る
利

害
関
係
者
が
い
る
場
合
は
、
追
加
の

意
見
聴
取
を
行
う
と
さ
れ
て
い
た
。

今
回
は
、
財
務
諸
表
作
成
者
と
し

て
、
間
下
直
晃
氏
（
㈱
ブ
イ
キ
ュ
ー

ブ
取
締
役
会
長
）
か
ら
意
見
を
聴
取

し
た
。

財
務
諸
表
作
成
者
の
説
明

真
下
氏
は
、
経
済
同
友
会
を
代
表

し
て
説
明
を
行
っ
た
。
主
な
説
明
内

容
は
次
の
と
お
り
。

⑴　
「
の
れ
ん
非
償
却
」が
本
来
的
に

は
望
ま
し
い

日
本
基
準
に
お
け
る
の
れ
ん
償
却

は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
採
用
企
業
と
の
比
較

に
お
い
て
利
益
指
標
を
不
利
に
み

せ
、
日
本
企
業
の
Ｍ
＆
Ａ
戦
略
や
成

長
投
資
の
意
思
決
定
に
不
利
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
の
れ
ん
償
却

を
回
避
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

が
、
多
額
の
コ
ス
ト
や
実
務
負
担
を

伴
い
、
す
べ
て
の
企
業
に
と
っ
て
現

実
的
な
選
択
肢
と
は
い
い
が
た
い
。

⑵　
開
示
等
の
見
直
し

の
れ
ん
非
償
却
が
実
現
し
な
い
場

合
に
は
、
少
な
く
と
も
「
の
れ
ん
償

却
前
利
益
」
の
制
度
開
示
を
進
め
る

こ
と
で
、
日
本
基
準
採
用
企
業
と
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
採
用
企
業
と
の
比
較
可
能
性

を
大
き
く
改
善
で
き
る
。「
の
れ
ん

償
却
前
営
業
利
益
」、「
の
れ
ん
償
却

前
経
常
利
益
」、「
の
れ
ん
償
却
前
純

利
益
」
を
、
の
れ
ん
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
決
算
短
信
等
に
お
け
る
必
須

開
示
項
目
と
す
る
こ
と
で
、
企
業
横

断
的
な
比
較
可
能
性
を
高
め
る
べ
き

で
あ
る
。

制
度
開
示
の
実
効
性
を
高
め
る
た

め
、
主
要
な
株
式
情
報
サ
イ
ト
等
に

お
い
て
も
、
の
れ
ん
償
却
前
利
益
を

標
準
的
な
利
益
指
標
と
し
て
表
示

し
、
市
場
参
加
者
が
容
易
に
活
用
で

き
る
環
境
を
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
の
れ
ん
償
却
前
利
益
の
開

示
に
加
え
、
Ｅ
Ｐ
Ｓ
、
Ｐ
Ｅ
Ｒ
等
の

投
資
指
標
に
つ
い
て
も
、
の
れ
ん
償

却
の
影
響
を
考
慮
し
た
比
較
可
能
な

形
で
利
用
で
き
る
環
境
を
整
備
す
べ

き
で
あ
る
。

質
疑
応
答

委
員
か
ら
、「
⑵
で
『
決
算
短
信

等
に
お
け
る
必
須
開
示
項
目
と
す

る
』
と
あ
る
が
、
会
計
基
準
の
改
正

で
は
な
く
、
東
証
の
適
時
開
示
で
の

対
応
を
考
え
て
い
る
の
か
」
と
の
質

問
に
「
短
期
的
に
は
、
東
証
の
決
算

短
信
で
の
開
示
と
情
報
サ
イ
ト
の
整

備
で
一
定
程
度
の
効
果
は
期
待
で
き

る
と
考
え
て
い
る
。
長
期
的
に
は
、

の
れ
ん
の
非
償
却
を
議
論
し
て
ほ
し

い
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

金
融
資
産
の
減
損
に
関
す
る
補
足
文
書

作
成
の
議
論
、進
む
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

去
る
６
月
24
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
２
５
８
回
金
融
商
品
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
２
６
年
７
月
１
日
号

（
№
１
７
８
０
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
金
融
資
産

の
減
損
に
関
す
る
公
開
草
案
に
寄
せ

ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
対
応
の
検
討
が
行

わ
れ
た
。

ま
た
、
６
月
29
日
開
催
の
第
５
８
０

回
親
委
員
会
で
も
同
様
の
テ
ー
マ
が

審
議
さ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

設
例
の
追
加
・
追
加
の
補
足
文
書
を

求
め
る
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
対
応

公
開
草
案
に
対
し
て
、
設
例
の
追

加
お
よ
び
追
加
の
補
足
文
書
を
求
め

る
コ
メ
ン
ト
が
聞
か
れ
て
い
た
。
コ

メ
ン
ト
は
大
き
く
２
つ
に
分
け
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
が
行

わ
れ
た
。

⑴　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
を
ベ
ー
ス

と
し
た
定
め
に
係
る
設
例
お
よ
び

補
足
文
書

公
開
草
案
で
は
原
則
と
し
て
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
９
号
「
金
融
商
品
」
の
設
例
や
、

信
用
リ
ス
ク
に
係
る
開
示
に
関
す
る

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
「
金
融
商
品
：
開
示
」

の
定
め
を
原
則
と
し
て
す
べ
て
取
り

入
れ
る
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
補
足
文
書
（
案
）
で
は
、「
信

用
リ
ス
ク
の
著
し
い
増
大
に
関
す
る
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会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

連
結
財
務
諸
表
の
特
徴
②

～
作
成
⑹
～

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

今
回
は
、
連
結
財
務
諸
表
作
成
プ

ロ
セ
ス
（
前
段
階
）
の
論
点
の
う
ち
、

「
⑴
子
会
社
の
判
定
」
お
よ
び
「
⑵

関
連
会
社
の
判
定
」
を
除
く
、
他
の

論
点
を
説
明
す
る
。

⑶　
会
計
処
理
の
統
一

①　
基
本
的
な
取
扱
い

同
一
環
境
下
で
行
わ
れ
た
同
一
の

性
質
の
取
引
等
に
つ
い
て
、
親
会
社

及
び
子
会
社
が
採
用
す
る
会
計
方
針

は
、
原
則
と
し
て
統
一
す
る
（
連
結

会
計
基
準
17
項
）。

企
業
集
団
を
構
成
す
る
親
会
社
お

よ
び
子
会
社
は
、
そ
れ
ぞ
れ
企
業
集

団
に
と
っ
て
よ
り
合
理
的
な
会
計
処
理

の
原
則
お
よ
び
手
続
を
選
択
す
る
必

要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
連
結
財
務
諸
表
の
作

成
上
、
会
計
処
理
の
統
一
は
、
子
会

社
の
会
計
処
理
を
単
純
に
親
会
社
の

会
計
処
理
に
統
一
す
れ
ば
よ
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

特
に
、
企
業
集
団
が
多
様
な
事
業

活
動
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
画
一

的
な
会
計
処
理
方
法
の
統
一
は
適
切

な
経
営
成
績
等
の
表
示
を
損
な
う
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
会
計
処
理

を
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は

せ
ず
に
、「
同
一
環
境
下
で
行
わ
れ
た

同
一
の
性
質
の
取
引
等
に
つ
い
て
」
と

い
う
よ
う
に
、
た
と
え
ば
セ
グ
メ
ン
ト

単
位
を
考
慮
し
て
、
そ
の
単
位
で
は

統
一
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

②　
統
一
段
階（
原
則
）

親
会
社
お
よ
び
子
会
社
が
選
択
す

る
会
計
処
理
方
法
を
、
連
結
財
務
諸

表
の
作
成
段
階
に
お
け
る
修
正
仕
訳

に
よ
り
統
一
す
る
こ
と
で
、
連
単
で

会
計
処
理
方
法
を
使
い
分
け
る
こ
と

に
な
れ
ば
、
そ
も
そ
も
個
別
財
務
諸

表
の
適
正
表
示
を
否
定
し
、
自
己
矛

盾
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
会
計
処
理
の
統
一
は
、

連
結
財
務
諸
表
作
成
段
階
に
お
け
る

修
正
仕
訳
に
よ
り
行
わ
れ
る
の
で
は
な

く
、
個
別
財
務
諸
表
の
作
成
段
階
に

お
い
て
合
理
的
な
会
計
処
理
を
採
用

す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

③　
統
一
段
階（
例
外
）

こ
の
よ
う
に
、
会
計
処
理
の
統
一

は
、
本
来
、
連
結
財
務
諸
表
の
作
成

プ
ロ
セ
ス
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
こ
れ
に
は
例
外
も
あ
る
。
そ
の

例
外
が
、
在
外
子
会
社
の
会
計
処
理

の
統
一
で
あ
る
。

在
外
子
会
社
の
財
務
諸
表
が
、
国

際
財
務
報
告
基
準
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）
ま
た

は
米
国
会
計
基
準
に
準
拠
し
て
作
成

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
面
の
間
、

利
用
可
能
と
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
が

国
の
会
計
基
準
に
共
通
す
る
考
え
方

と
乖
離
す
る
と
し
て
、
の
れ
ん
の
償
却

や
退
職
給
付
会
計
に
お
け
る
数
理
計

算
上
の
差
異
の
費
用
処
理
な
ど
４
項

目
に
つ
い
て
は
連
結
段
階
に
お
い
て
修

正
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
実
務
対

応
報
告
18
号
「
連
結
財
務
諸
表
作
成

に
お
け
る
在
外
子
会
社
等
の
会
計
処

理
に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
」）。
な

お
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
国
内
子
会
社
（
有

報
提
出
会
社
）
も
同
様
で
あ
る
。

⑷　
決
算
日
の
統
一

子
会
社
の
決
算
日
が
連
結
決
算
日

と
異
な
る
場
合
に
は
、
子
会
社
は
、

連
結
決
算
日
に
正
規
の
決
算
に
準
ず

る
合
理
的
な
手
続
に
よ
り
決
算
を
行

う
（
連
結
会
計
基
準
16
項
）。

決
算
日
の
差
異
が
3
カ
月
を
超
え

な
い
場
合
に
は
、
子
会
社
の
正
規
の

決
算
を
基
礎
と
し
て
連
結
決
算
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

従
前
は
、
連
結
財
務
諸
表
の
早
期

開
示
の
観
点
か
ら
、
親
会
社
が
3
月

決
算
の
場
合
に
は
、
子
会
社
の
決
算

日
を
12
月
決
算
と
す
る
と
い
っ
た
対
応

が
比
較
的
多
か
っ
た
。

近
年
で
は
、
連
結
経
営
の
観
点
や

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
の
観
点
か
ら
、
子
会

社
の
決
算
日
を
親
会
社
の
決
算
日
に

統
一
す
る
、
ま
た
は
、
親
会
社
の
決

算
日
を
子
会
社
の
決
算
日
に
統
一
す

る
と
い
っ
た
事
例
が
増
え
て
き
た
と
い

え
る
。

判
定
」、「
満
期
保
有
目
的
の
債
券
に

係
る
予
想
信
用
損
失
の
算
定
」
お
よ

び
「
貸
出
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
等
に
係

る
予
想
信
用
損
失
の
算
定
」
の
補
足

文
書
を
提
案
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
と
同
等
以
上
の
対
応

を
し
て
お
り
、
予
想
信
用
損
失
モ
デ

ル
の
本
質
の
理
解
に
つ
な
が
る
設
例

は
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
設

例
お
よ
び
補
足
文
書
を
追
加
し
な

い
。

⑵　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
を
ベ
ー
ス

と
し
て
い
な
い
固
有
の
定
め
に
係

る
設
例
お
よ
び
補
足
文
書

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
を
ベ
ー
ス
と

し
て
い
な
い
固
有
の
定
め
に
つ
い
て

は
、
簡
素
化
さ
れ
た
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
の
判

定
方
法
に
お
け
る
そ
の
他
要
注
意
先

の
取
扱
い
に
関
し
て
、
反
証
規
定
を

設
け
て
い
る
こ
と
が
本
公
開
草
案
の

特
徴
的
な
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
補

足
文
書
を
作
成
す
る
候
補
に
な
る
と

分
析
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
事
務
局
は
簡
素
化
さ
れ

た
予
想
信
用
損
失
の
算
定
方
法
に
お

け
る
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
の
判
定
方
法
に
関
す

る
次
の
点
を
ま
と
め
た
追
加
の
補
足

文
書
を
作
成
す
る
案
を
示
し
た
。

①　
正
常
先
の
要
判
定
格
付
に
区
分

さ
れ
て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
債

権
等
に
関
す
る
反
証
方
法

②　
そ
の
他
要
注
意
先
に
区
分
さ
れ

て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
等

に
関
す
る
反
証
方
法

＊

専
門
委
員
か
ら
、
⑵
に
つ
い
て
、

コ
メ
ン
ト
で
寄
せ
ら
れ
て
い
る
「
期

末
時
点
で
30
日
延
滞
が
発
生
し
て
い

な
い
債
権
は
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
な
し
と
み
な

す
と
い
っ
た
簡
便
的
な
方
法
も
可
能

で
あ
る
旨
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
」

の
取
扱
い
は
、
旧
金
融
検
査
マ
ニ
ュ

ア
ル
活
用
時
の
実
務
で
あ
っ
た
も
の

で
あ
る
の
で
、
補
足
文
書
に
含
め
て

は
ど
う
か
と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
事
務
局
は
、

「
信
用
リ
ス
ク
は
、
通
常
、
債
権
等

が
期
日
経
過
と
な
る
前
に
増
大
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
予
想
信

用
損
失
適
用
指
針
案
Ｂ
Ｃ
48
項
）、

30
日
延
滞
が
な
い
か
ら
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
な

し
と
み
な
す
こ
と
は
趣
旨
に
反
す
る

の
で
、
補
足
文
書
に
入
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
し
た
。

第
５
８
０
回
親
委
員
会
で
は
、
賛

成
意
見
が
聞
か
れ
た
。

コ
メ
ン
ト
対
応

そ
の
他
、
コ
メ
ン
ト
対
応
案
の
検

討
が
行
わ
れ
た
。

●
質
問
４

「
手
数
料
を
収
益
認
識
会
計
基
準

に
準
じ
て
会
計
処
理
す
る
場
合
の
金

融
商
品
実
務
指
針
案
57
―
10
項
に
つ
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い
て
の
考
え
方
を
明
確
化
す
べ
き
」

と
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

事
務
局
は
、
金
融
商
品
実
務
指
針

案
57
―
10
項
⑵
の
「
設
定
さ
れ
た
手

数
料
が
対
応
す
る
役
務
と
の
関
係
で

合
理
的
で
あ
る
」
と
い
う
要
件
に
つ

い
て
、
次
の
２
案
を
示
し
、
専
門
委

員
に
意
見
を
求
め
た
。

（
案
１
）
当
該
要
件
に
つ
い
て
は
、
顧

客
と
取
引
が
成
立
し
て
い
る
場
合

で
も
、
手
数
料
が
貸
付
金
の
金
利

水
準
を
調
整
し
て
い
る
こ
と
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
あ

く
ま
で
手
数
料
の
金
額
が
対
応
す

る
役
務
と
の
関
係
で
一
般
的
な
水

準
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
観
点

で
、
当
該
要
件
を
満
た
す
か
検
討

す
る
。

（
案
２
）
当
該
要
件
を
次
の
と
お
り
改

正
す
る
。

・
対
応
す
る
役
務
に
照
ら
し
て
、
設

定
さ
れ
た
手
数
料
が
不
合
理
で
は

な
い
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
案
２
を
支
持

す
る
意
見
が
聞
か
れ
た
。

ま
た
、
第
５
８
０
回
親
委
員
会
で

も
、案
２
を
推
す
意
見
が
聞
か
れ
た
。

＊

今
後
は
コ
メ
ン
ト
対
応
案
の
残
り

の
論
点
を
検
討
し
な
が
ら
、
文
案
も

示
し
て
い
く
。

改
正
資
金
決
済
法
の
対
象
と
な
る
電
子

決
済
手
段
を
検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

会
　
　
計

去
る
６
月
25
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
７
８
回
実
務
対
応
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
内
容
は
次
の
と
お
り
。

排
出
量
取
引
制
度
に
係
る
会
計
上

の
取
扱
い

前
回
専
門
委
員
会
（
２
０
２
６
年

６
月
20
日
号
（
№
１
７
７
９
）
情
報

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）に
引
き
続
き
、

排
出
量
取
引
制
度
に
係
る
会
計
上
の

取
扱
い
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
。

ま
た
、
６
月
29
日
開
催
の
第
５
８
０

回
親
委
員
会
で
も
同
テ
ー
マ
に
つ
い

て
審
議
さ
れ
た
。

⑴　
余
剰
と
な
っ
た
無
償
割
当
の
排

出
枠
の
会
計
処
理

前
回
ま
で
、
余
剰
と
な
っ
た
無
償

割
当
の
排
出
枠
に
つ
い
て
、
排
出
実

績
量
が
無
償
割
当
の
排
出
枠
の
量
を

下
回
る
こ
と
が
確
実
に
な
っ
た
時
点

で
利
益
計
上
す
る
こ
と
を
提
案
し
て

い
た
。
こ
の「
確
実
に
な
っ
た
時
点
」

に
つ
い
て
、
排
出
枠
の
償
却
日
と
保

有
す
べ
き
排
出
枠
の
通
知
日
が
候
補

に
あ
げ
ら
れ
た
。
事
務
局
は
利
益
測

定
の
確
度
が
よ
り
高
い
こ
と
を
理
由

に
、償
却
日
で
の
計
上
を
提
案
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
賛
意
が
聞
か

れ
た
一
方
で
、
通
知
日
で
も
一
定
の

合
理
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
っ
た
意
見
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
事
務
局
で
は
、
実
務

負
担
や
確
実
性
の
高
さ
に
鑑
み
る
と

償
却
日
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
お

り
、
結
論
の
背
景
で
こ
の
点
の
説
明

を
強
調
す
る
旨
回
答
し
た
。

第
５
８
０
回
親
委
員
会
で
も
賛
否

が
分
か
れ
、
通
知
日
を
支
持
す
る
意

見
も
聞
か
れ
た
。

⑵　
購
入
し
た
排
出
枠
の
帳
簿
価
額

の
切
下
げ
要
否

前
回
ま
で
に
行
っ
た
、
制
度
対
象

事
業
者
の
購
入
し
た
排
出
枠
の
売
却

に
つ
い
て
資
産
の
売
却
と
し
て
会
計

処
理
を
行
う
事
務
局
提
案
を
前
提

に
、
制
度
対
象
事
業
者
の
購
入
し
た

排
出
枠
の
帳
簿
価
額
の
切
下
げ
の
要

否
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
。

事
務
局
で
は
、
多
く
の
制
度
対
象

事
業
者
に
と
っ
て
主
た
る
目
的
は
保

有
義
務
の
充
足
で
あ
る
た
め
、
帳
簿

価
額
を
切
り
下
げ
な
い
提
案
を
行
っ

た
。
ま
た
、
含
み
損
益
に
該
当
す
る

情
報
の
開
示
が
財
務
諸
表
利
用
者
に

と
っ
て
有
用
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

制
度
対
象
事
業
者
が
期
末
時
点
で
保

有
す
る
購
入
し
た
排
出
枠
の
量
お
よ

び
単
価
な
ら
び
に
期
末
時
点
の
排
出

枠
取
引
市
場
の
取
引
価
格
に
関
す
る

情
報
の
開
示
を
求
め
る
と
し
た
。

こ
れ
に
対
す
る
専
門
委
員
の
賛
否

は
分
か
れ
た
。
棚
卸
資
産
会
計
基
準

と
同
じ
よ
う
に
、
帳
簿
価
額
に
市
場

価
格
を
反
映
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う

意
見
に
つ
い
て
、
事
務
局
は
、
含
み

損
の
注
記
は
必
要
で
あ
る
見
方
を
示

し
た
一
方
で
、
資
産
そ
の
も
の
を
償

却
で
き
る
点
で
棚
卸
資
産
と
は
異
な

る
と
回
答
し
た
。

第
５
８
０
回
親
委
員
会
で
は
、
事

務
局
案
へ
の
賛
意
が
多
く
聞
か
れ
た
。

資
金
決
済
法
の
改
正
に
伴
う
電
子

決
済
手
段
に
係
る
会
計
上
の
取
扱
い

第
５
７
８
回
親
委
員
会
（
２
０
２
６

年
７
月
１
日
号
（
№
１
７
８
０
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
で
検
討
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
資
金
決
済
法
等
の

改
正
に
伴
う
電
子
決
済
手
段
の
会
計

上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
次
の
論
点

の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

⑴　
第
３
号
電
子
決
済
手
段

事
務
局
は
、
改
正
資
金
決
済
法
で

も
第
３
号
電
子
決
済
手
段
が
引
き
続

き
価
値
の
安
定
性
を
図
る
よ
う
に
制

度
設
計
さ
れ
て
い
る
点
で
、
実
務
対

応
報
告
45
号
「
資
⾦
決
済
法
に
お
け

る
特
定
の
電
⼦
決
済
⼿
段
の
会
計
処

理
及
び
開
⽰
に
関
す
る
当
⾯
の
取
扱

い
」
の
対
象
と
な
る
と
分
析
し
た
。

そ
こ
で
、
同
45
号
Ｂ
Ｃ
13
項
の
記
載

を
改
正
後
の
資
金
決
済
法
お
よ
び
取

引
業
府
令
と
整
合
す
る
よ
う
に
今
後

修
文
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
専
門
委

員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か
れ
た
。

⑵　
外
国
信
託
型
第
４
号
電
子
決
済

手
段

外
国
信
託
型
第
４
号
電
子
決
済
手

段
（
法
制
度
の
面
で
日
本
の
電
子

決
済
手
段
と
同
等
性
が
確
保
さ
れ

た
、
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
信
託
受

益
権
）
に
つ
い
て
、
事
務
局
は
、
信

託
財
産
と
電
子
決
済
手
段
が
同
一
の

通
貨
建
て
で
あ
る
た
め
為
替
リ
ス
ク

や
換
金
リ
ス
ク
が
低
い
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
実
務
対
応
報
告
45
号

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
関
連
す
る

記
載
の
修
正
を
行
う
こ
と
を
提
案
し

た
。

①　
外
国
信
託
型
第
４
号
電
子
決
済

手
段
を
対
象
範
囲
に
含
め
る
。

②　
外
国
信
託
型
第
４
号
電
子
決
済

手
段
の
期
末
時
の
会
計
処
理
を
、

第
１
号
電
子
決
済
手
段
か
ら
第
３

号
電
子
決
済
手
段
と
同
様
に
、
券

面
額
に
基
づ
く
価
額
を
も
っ
て
貸

借
対
照
表
価
額
と
す
る
。

＊

次
回
文
案
を
示
し
て
検
討
す
る
予

定
。
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公
正
価
値
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る

Ｉ
Ａ
Ｓ
28
号
の
修
正
、公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
、

公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

ド
ル
優
位
が
続
く
円
安
水
準
更
新
の

背
景

金
　
　
融

去
る
6
月
26
日
、Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
「『
関

連
会
社
及
び
共
同
支
配
企
業
に
対
す

る
投
資
』
に
つ
い
て
の
公
正
価
値
オ
プ

シ
ョ
ン
の
修
正
―
Ｉ
Ａ
Ｓ
28
号
の
修
正
」

（A
m

en
dm

en
ts to th

e Fair 
Value O

ption for Investm
ents 

in Associates and Joint Ventures 
– A

m
endm

ents to IA
S28

）（
以

下
、「
本
修
正
」と
い
う
）を
公
表
し
た
。

本
修
正
の
内
容

Ｉ
Ａ
Ｓ
28
号
「
関
連
会
社
及
び
共

同
支
配
企
業
に
対
す
る
投
資
」
は
、

特
定
業
種
の
企
業
（
以
下
、「
特
定

業
種
企
業
」）
が
保
有
す
る
関
連
会

社
ま
た
は
共
同
支
配
企
業
に
対
す
る

投
資
に
つ
い
て
、
持
分
法
を
適
用
せ

ず
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
「
金
融
商
品
」

に
従
っ
て
純
損
益
を
通
じ
て
公
正
価

値
で
測
定
を
行
う
選
択
（
以
下
、「
公

正
価
値
オ
プ
シ
ョ
ン
」）
を
認
め
て

い
る
。
本
修
正
は
、
特
定
業
種
企
業

の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
。

・
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
、

ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
・
フ
ァ
ン
ド
、

ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト

→
変
更
な
し

・
類
似
の
企
業
（
投
資
連
動
保
険
フ
ァ

ン
ド
を
含
む
）（sim

ilar entities 
including investm

ent linked 
insurance funds

）

→
類
似
の
企
業
（sim

ila
r 

entities

）。
主
要
な
事
業
活
動

（m
ain business activities

）

と
し
て
特
定
の
種
類
の
資
産
へ
の

投
資
を
行
う
企
業（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号

「
財
務
諸
表
に
お
け
る
表
示
及
び

開
示
」
49
項
⒜
参
照
）
を
含
む
。

本
修
正
は
、
特
定
業
種
企
業
の
範

囲
に
つ
い
て
の
解
釈
の
余
地
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
18
号
の
適
用
に
影
響
し
得
る
た
め
、

限
定
的
な
基
準
修
正
に
よ
り
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
18
号
の
発
効
日
前
に
迅
速
な
解
決

を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

18
号
に
お
い
て
は
、
持
分
法
に
よ
り

会
計
処
理
さ
れ
る
投
資
か
ら
の
損
益

を
投
資
区
分
に
表
示
す
る
こ
と
を
原

則
と
す
る
一
方
で
、
公
正
価
値
オ
プ

シ
ョ
ン
を
適
用
し
た
投
資
の
損
益
に

つ
い
て
投
資
が
主
要
な
事
業
活
動
と

し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
営
業
区
分

に
表
示
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

本
修
正
前
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
28
号
で
は
、

投
資
が
主
要
な
事
業
活
動
で
あ
る
企

業
が
「
類
似
の
企
業
」
に
該
当
す
る

の
か
は
解
釈
に
よ
る
が
、
本
修
正
に

よ
り
こ
う
し
た
企
業
が
「
類
似
の
企

業
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
確
化
さ

れ
て
い
る
。

適
用
関
係

本
修
正
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
の
適
用

時
に
適
用
さ
れ
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
の

経
過
措
置
に
基
づ
い
て
公
正
価
値
オ

去
る
７
月
１
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

の
公
開
草
案
「
公
正
価
値
測
定
（
ト

ピ
ッ
ク
820
）
―
契
約
上
の
売
却
制
限

の
あ
る
株
式
を
保
有
す
る
投
資
会

社
」
を
公
表
し
た
。

現
行
の「
公
正
価
値
測
定（
ト
ピ
ッ

ク
820
）」
で
は
、
保
有
す
る
株
式
の

公
正
価
値
測
定
に
あ
た
り
、
契
約
上

の
売
却
制
限
を
考
慮
し
な
い
。
そ
の

結
果
、
制
限
付
き
株
式
を
保
有
す
る

企
業
と
、
同
じ
投
資
先
が
発
行
し
た

制
限
の
な
い
株
式
を
保
有
す
る
企
業

は
、
い
ず
れ
も
売
却
制
限
の
な
い
株

式
の
市
場
価
格
に
基
づ
い
て
公
正
価

値
を
測
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

利
害
関
係
者
は
、
現
行
の
ガ
イ
ダ

ン
ス
に
よ
る
と
、
契
約
上
の
売
却
制

限
が
付
さ
れ
た
株
式
に
つ
い
て
、
市

場
参
加
者
が
評
価
す
る
と
考
え
ら
れ

プ
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
る
投
資
を
再
指

定
し
、
変
更
を
遡
及
的
に
適
用
す
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
を
本
修
正

の
公
表
前
に
早
期
適
用
し
て
い
る
場

合
に
は
、
本
修
正
の
公
表
日
以
降
に

終
了
す
る
報
告
期
間
に
つ
い
て
同
様

の
対
応
を
行
う
こ
と
で
適
用
を
行

う
。

る
価
値
が
公
正
価
値
測
定
に
反
映
さ

れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
た
。
こ
の
懸

念
は
、
特
に
投
資
会
社
に
お
い
て
強

く
示
さ
れ
た
。

公
開
草
案
は
、「
金
融
サ
ー
ビ
ス

―
投
資
会
社
（
ト
ピ
ッ
ク
946
）」
の

対
象
と
な
る
投
資
会
社
に
つ
い
て
、

株
式
の
公
正
価
値
の
測
定
に
あ
た

り
、
契
約
上
の
売
却
制
限
を
考
慮
す

る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
ま
た
、

契
約
上
の
売
却
制
限
に
起
因
す
る
減

少
額
の
開
示
も
要
求
し
て
い
る
。

公
開
草
案
の
適
用
日
は
未
定
で
あ

る
が
、
将
来
に
向
か
っ
て
適
用
さ
れ

る
。
コ
メ
ン
ト
期
限
は
、７
月
17
日
。

ド
ル
／
円
相
場
は
、
円
安
方
向
へ

の
流
れ
自
体
は
こ
の
１
年
続
い
て
き

た
が
、
６
月
下
旬
以
降
は
１
６
１
円

70
銭
前
後
か
ら
１
６
２
円
84
銭
へ
と

上
値
を
切
り
上
げ
、
７
月
１
日
に
は

１
９
８
６
年
以
来
の
円
安
水
準
を
付

け
た
。
円
安
ト
レ
ン
ド
そ
の
も
の
が

新
た
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
も

の
の
、
過
去
の
為
替
介
入
水
準
を
上

回
り
、
１
６
３
円
00
銭
を
視
野
に
入

れ
る
局
面
に
入
っ
た
こ
と
で
、
相
場

水
準
そ
の
も
の
が
あ
ら
た
め
て
市

場
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た

１
６
２
円
84
銭
と
い
う
水
準
は
、
こ

れ
ま
で
の
円
安
局
面
で
意
識
さ
れ
て

き
た
１
６
０
円
00
銭
を
さ
ら
に
上
回

る
も
の
で
あ
り
、
為
替
市
場
で
は
政

府
・
日
銀
に
よ
る
対
応
へ
の
警
戒
感

も
強
ま
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

日
銀
は
す
で
に
政
策
金
利
を
１
・

０
％
ま
で
引
き
上
げ
て
お
り
、
か
つ

て
の
大
規
模
緩
和
局
面
と
は
政
策
環

境
が
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ

で
も
ド
ル
／
円
相
場
が
円
高
方
向
に

転
じ
て
い
な
い
の
は
、
米
国
で
も
追

加
利
上
げ
観
測
が
残
り
、
日
米
金
利

差
の
縮
小
が
限
定
的
に
と
ど
ま
る
と

の
見
方
が
市
場
に
あ
る
た
め
で
あ
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2026年
6月24日

「企業内容等の開示に関す
る内閣府令第十九条の九第
五項に規定するサステナビリ
ティ開示基準を指定する件
の一部を改正する件」（案）

金融庁

2026年６月11日に、サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示実務対応
基準1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス
排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」を公表したことを踏まえ、当該基
準を開示府令19条の９第５項に規定するサステナビリティ開示基準（SSBJ基準）と
して指定するもの。コメント期限は７月24日。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260624/20260624.html　

2026年
6月30日

法人税基本通達等の一部改
正について（法令解釈通達） 国税庁

令和８年度税制改正で関連者間取引に係る書類の整理保存の特例が創設されたこと
に伴い、法人税基本通達において、工業所有権等や取引を行った場合の意義の明確化
や、費用分担等に係る事業活動の例示等、所要の改正が行われたもの。また、研究開発
税制や外国子会社合算税制の見直し等に伴う租税特別措置法通達の改正等も行われ
ている。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2606xx/index.htm

2026年
6月30日

関連者間取引に係る書類の
整理保存の特例の運用に当
たっての基本的な考え方及
び取扱いについて（事務運営
指針）

国税庁

令和８年度税制改正で関連者間取引に係る書類の整理保存の特例が創設されたこと
に伴い、適正な執行と納税者の事務負担の軽減とを両立させる観点から、運用上の基
本的な考え方および具体的な取扱いを整理し、その円滑な実施に資することを目的と
して、策定されたもの。損金算入との関係、記載内容の程度に関する基本的な考え方と
特定事項記載書類の取扱い、実地調査時における対応、青色申告の承認の取消しに係
る取扱い、青色申告法人以外の普通法人等に係る取扱いについて、記述されている。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_01/00.htm

る
。も

ち
ろ
ん
、
日
本
の
利
上
げ
が
円

安
抑
制
要
因
に
な
ら
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
日
本
が
１
・
０
％

ま
で
政
策
金
利
を
引
き
上
げ
て
も
、

米
国
の
金
利
上
昇
観
測
が
同
時
に
強

ま
る
状
況
で
は
、
金
利
差
そ
の
も
の

が
大
き
く
縮
小
す
る
と
は
限
ら
な

い
。
む
し
ろ
、
米
国
で
は
Ａ
Ｉ
関
連

の
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
投
資
が
続
き
、

株
式
市
場
で
も
Ａ
Ｉ
関
連
銘
柄
へ
の

資
金
流
入
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
、

米
景
気
の
強
さ
や
ド
ル
建
資
産
へ
の

投
資
需
要
を
支
え
て
い
る
面
が
あ

る
。米

国
で
は
、
景
気
の
強
さ
が
続
け

ば
利
下
げ
で
は
な
く
利
上
げ
方
向
の

思
惑
が
残
り
や
す
く
、
ド
ル
建
資
産

へ
の
資
金
流
入
も
続
き
や
す
い
。
こ

の
点
も
、
ド
ル
買
い
・
円
売
り
を
支

え
や
す
い
要
因
だ
。
ま
た
、
中
東
情

勢
を
め
ぐ
る
不
透
明
感
も
残
っ
て
お

り
、
主
要
通
貨
の
な
か
で
ド
ル
が
選

好
さ
れ
や
す
い
状
況
も
続
い
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
足
元
の
ド
ル
／

円
上
昇
は
、
単
に
日
本
の
金
利
水
準

だ
け
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な

く
、
米
国
の
金
利
観
測
、
景
気
の
底

堅
さ
、
Ａ
Ｉ
投
資
へ
の
資
金
集
中
な

ど
が
重
な
っ
た
た
め
、
円
安
水
準
を

一
段
切
り
上
げ
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

２
０
２
６
年
後
半
は
株
価
ペ
ー
ス
ダ
ウ

ン
が
望
ま
し
い
？

証
　
　
券

２
０
２
６
年
も
７
月
に
入
り
、
暦

年
後
半
を
迎
え
た
。
前
半
６
カ
月
、

日
経
平
均
株
価
は
年
初
比
39
％
の
上

昇
を
記
録
、
韓
国
総
合
株
価
指
数
の

同
１
０
３
％
上
昇
、
台
湾
加
権
指
数

の
同
55
％
上
昇
と
並
ん
で
、
世
界
の

株
式
市
場
で
突
出
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
を
達
成
し
、Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）、

半
導
体
株
ブ
ー
ム
の
主
役
と
な
っ
た
。

日
経
平
均
株
価
は
今
年
５
万
円
台

始
め
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
４
月
末
に

６
万
円
台
に
乗
り
、
６
月
半
ば
に

７
万
円
台
に
突
入
し
た
。
何
年
も
か

け
て
達
成
さ
れ
る
よ
う
な
日
経
平
均

株
価
の
大
台
代
わ
り
を
わ
ず
か
半
年

で
２
回
も
経
験
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
間
の
株
価
上
昇
は
大
体
、
40
～

50
％
が
Ａ
Ｉ
、
半
導
体
関
連
企
業
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。

現
在
、
主
要
国
の
株
価
は
史
上
最

高
値
に
達
し
て
お
り
、
２
０
２
６
年

後
半
は
未
踏
の
領
域
を
切
り
開
い
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
わ
れ

る
。
２
年
程
前
ま
で
は
世
界
で
一
番

停
滞
し
て
い
る
株
式
市
場
と
み
な
さ

れ
て
い
た
日
本
市
場
だ
が
、
Ａ
Ｉ
、

半
導
体
産
業
の
飛
躍
的
な
成
長
が
見

込
ま
れ
る
時
代
と
な
り
、
そ
の
関
連

産
業
を
擁
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
な

花
を
咲
か
せ
、
株
価
上
昇
レ
ー
ス
で

世
界
の
先
頭
グ
ル
ー
プ
に
入
る
こ
と

が
で
き
た
。

２
０
２
６
年
後
半
、
米
国
の
Ａ
Ｉ

は
、
主
役
の
巨
大
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

の
株
式
公
開
が
予
定
さ
れ
、
ま
す
ま

す
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
し
そ
う
な
気
配
で

あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
半
導
体
受
託

生
産
の
世
界
最
大
手
、
台
湾
の
Ｔ
Ｓ

Ｍ
Ｃ
は
自
社
製
品
の
需
要
見
通
し
に

強
い
自
信
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
日

本
最
大
の
半
導
体
メ
ー
カ
ー
、
キ
オ

ク
シ
ア
は
２
０
２
６
年
度
の
純
利
益

が
ト
ヨ
タ
自
動
車
を
上
回
っ
て
日
本

一
と
な
る
予
想
も
聞
か
れ
る
。
Ａ
Ｉ
、

半
導
体
産
業
の
展
望
か
ら
す
る
と
、

関
連
す
る
日
本
企
業
の
株
価
も
ま
だ

上
値
が
見
込
め
る
可
能
性
は
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
２
０
２
６
年
前
半
の

よ
う
な
上
昇
ペ
ー
ス
は
望
め
な
い
し
、

望
む
べ
き
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。

２
０
２
６
年
後
半
の
日
本
株
価

は
、
業
績
見
通
し
の
好
転
し
て
き
た

内
需
関
連
株
が
リ
ー
ド
役
と
な
り
、

円
安
進
行
、
金
利
上
昇
な
ど
の
ダ

メ
ー
ジ
を
克
服
し
な
が
ら
、
７
万
円

台
を
固
め
て
い
く
と
い
っ
た
展
開
と

な
れ
ば
、
安
心
感
も
出
て
こ
よ
う
。


